
研

究

額

田

王

関

す

lこ

る

一
、
額
国
王
の
出
自

額
四
王
の
出
自
に
関
す
る
資
料
と
し
て
は
、
日
本
書
紀
天
武
天
皇
二
年
の
条

〆て
天
皇
初
安
ご
鏡
王
女
額
田
姫
王
一
、
生
一
一
十
市
皇
女
一
。

と
あ
る
一
文
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
王
は
「
鏡
王
」
と
い
う
人
の
娘
で
あ
る

と
い
う
こ
と
以
外
、
何
も
わ
か
ら
な
い
。
が
、
万
葉
集
に
は
「
鏡
王
女
」
と
い

う
女
性
が
居
り
、
額
田
王
と
歌
を
贈
答
し
て
い
る
と
乙
ろ
か
ら
、
乙
の
両
人
の

関
係
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
姉
妹
説
が
広
く
行
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
最

近
、
そ
れ
を
否
定
す
る
説
が
起
こ
っ
て
姉
妹
説
と
対
立
し
て
い
る
。
そ
乙
で
、

父
親
の
鏡
王
が
ど
う
い
う
人
で
あ
っ
た
か
を
考
え
る
前
に
、
ま
ず
こ
の
両
人
の

間
柄
に
つ
い
て
の
諸
説
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。

姉
妹
と
す
る
説
は
本
居
宣
長
の
「
玉
か
つ
ま
」
に
始
ま
り
、
以
来
定
説
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
す
る
と
こ
ろ
は
「
鏡
王
女
」
と
い
う
名
が
額
田
王
の

父
親
の
名
と
き
わ
め
て
よ
く
似
て
い
る
乙
と
と
、
前
一
述
の
贈
答
歌
の
存
在
〈
万

葉
集
巻
四
、
四
八
八
・
四
八
九
番
歌
）
か
ら
で
あ
る
。
乙
れ
に
対
す
る
姉
妹
否

定
説
は
中
島
光
風
氏
に
始
ま
り
、
尾
山
篤
二
郎
氏
、
沢
潟
久
孝
氏
等
に
継
が
れ

て
い
る
。
乙
れ
は
鏡
女
王
（
万
葉
集
で
は
「
鏡
王
女
」
と
な
っ
て
い
る
）
の
陵

墓
の
位
置
か
ら
、
鏡
女
王
を
智
明
天
皇
の
皇
女
あ
る
い
は
皇
孫
女
と
す
る
説
で 考

察

有

村

和

子

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
諸
陵
寮
式
に
み
え
る
皇
族
女
性
の
御
墓
に
、
天
皇
の
陵
域

内
に
そ
の
御
墓
の
あ
る
例
が
五
例
あ
る
が
そ
の
う
ち
の
一
例
が
鏡
王
女
で
あ

り
、
そ
れ
が
智
明
天
皇
の
御
陵
域
内
で
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
五
例
と
い
う
の
は

川
議
長
原
墓
石
姫
皇
女
。
在
ニ
河
内
国
石
川
郡

敏
道
天
皇
陵
内
一
。
守
戸
三
焔

同

押

坂

墓

観

護

区

ぷ

強

行

一

部

川
槍
隅
墓
臨
盟
主
ニ
駄
淵
羽
目
j

市
郡

大
伴
皇
女
。
在
一
大
和
国
城
上
郡

同
押
坂
内
墓
押
坂
陵
域
内
二
無
ニ
守
戸
一
。

制
押
坂
墓
鏡
女
王
。
在
二
大
和
国
城
上
郡

押
坂
陵
域
内
東
南
一
。
無
ニ
守
戸
二

で
あ
る
。
中
島
氏
は
「
こ
の
う
ち
刷
、
同
は
天
皇
の
御
陵
内
に
そ
れ
ぞ
れ
の
天

皇
の
御
母
が
葬
ら
れ
て
い
る
も
の
、
判
は
天
皇
の
御
陵
域
内
に
、
そ
の
天
皇
の

孫
に
あ
た
る
方
が
葬
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
は
大
伴
皇
方
＋
の

御
生
存
時
代
か
ら
推
し
て
皇
一
女
の
御
墓
の
ほ
う
が
押
坂
陵
建
立
よ
り
も
早
く
か

ら
、
そ
の
地
に
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
同
は
鏡
女
王
で
あ
り
、
女
王
は

天
武
十
三
年
に
莞
ぜ
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
頃
に
は
も
ち
ろ
ん
押
坂
内
陵
は

存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
鏡
女
王
は
、
あ
と
か
ら
そ
の
陵
域



内
に
葬
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
ま
と
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
姉
妹
説
を
根
拠

薄
弱
と
し
、
「
御
名
が
同
じ
で
も
、
直
ち
に
父
子
、
兄
妹
と
い
え
な
い
例
が
古

代
の
歴
史
文
献
な
ど
に
は
非
常
に
多
い
」
「
額
国
王
と
鏡
女
王
は
歌
手
〕
や
り
と

り
な
さ
る
く
ら
い
親
し
い
間
柄
だ
っ
た
と
い
う
以
上
の
こ
と
は
い
え
な
い
」
と

言
わ
れ
、
前
述
の
ィ
、
口
、
ハ
の
三
例
か
ら
み
て
、
鏡
女
王
は
釘
明
天
皇
と
き

わ
め
て
近
い
血
縁
関
係
、
そ
れ
も
皇
女
か
皇
孫
女
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

そ
こ
で
、
乙
の
説
を
検
討
し
て
い
っ
て
み
る
と
、
ま
ず
こ
の
五
つ
の
陵
墓
の

う
ち
、
川
と
叫
は
「
陵
内
」
で
あ
っ
て
他
の
三
つ
の
「
陵
域
内
」
と
は
ち
が
う

ζ

と
に
気
づ
く
。
「
陵
内
」
と
い
う
こ
と
は
、
合
葬
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
二
例
を
除
い
て
、

A
口
葬
で
な
い
三
例
の
う
ち
、
伺
は
中

島
氏
も
言
わ
れ
る
と
お
り
、
大
伴
皇
女
の
陵
墓
の
付
近
に
押
坂
墓
が
建
立
さ
れ

て
、
は
じ
め
か
ら
そ
こ
に
あ
っ
た
大
伴
皇
女
の
陵
墓
を
も
、
そ
の
域
内
に
入
れ

て
し
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
鏡
女
王
の
場
合
と
比
較
し
て

考
え
ら
れ
る
の
は
、
判
の
吉
備
姫
王
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
わ
ず
か
一

例
だ
け
を
参
考
と
し
て
、
天
皇
の
陵
域
内
に
あ
る
陵
墓
を
、
そ
の
天
皇
の
近
親

者
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
私
は
ま
だ
姉
妹
説
を

否
定
す
る
だ
け
の
説
と
は
な
り
待
な
い
と
思
う
。
ま
た
万
葉
集
に
「
鏡
王
女
」

と
い
う
独
特
の
表
記
が
し
で
あ
る
が
、
私
は
ど
れ
が
額
国
王
と
同
じ
く
、
鏡
女

王
も
ま
た
「
鏡
王
の
女
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
含
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
鏡
女
王
と
額
田
王
と
、
ど
ち
ら
が
姉
か
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
と

に
か
く
二
人
が
姉
妹
で
あ
る
と
い
う
定
説
は
現
在
の
段
階
で
は
ま
だ
否
定
で
き

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
額
田
王
の
父
鏡
王
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
と
れ
ま
で
の
王
に
関
す

る
説
は
だ
い
た
い
次
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
思
う
。

ω四
天
王
寺
蔵
国
宝
銅
盆
子
の
銘
文
に
あ
る
「
後
隠
本
聖
朝
紫
冠
威
奈
鏡

公
」
、
ま
た
孝
徳
紀
白
雑
元
年
条
の
「
猪
名
公
高
見
」
、
天
成
紀
元
年
条
「
大

注
1

紫
章
那
公
高
見
」
の
こ
と
で
あ
る
。

ω書
紀
の
斉
明
天
皇
即
位
前
紀
条
に

天
議
財
重
日
足
姫
天
皇
、
初
適
一
一
橘
豊
日
天
皇
之
孫
高
向
王
一
、
而
生
一
一
漠
皇

子目。

と
あ
る
高
向
王
の
父
親
で
、
橘
笠
日
天
皇
れ
用
明
天
皇
）
の
皇
子
に
あ
た
る
人

注
Z

で
あ
る
。

そ
の
他
に
鏡
王
を
丹
波
道
主
主
の
分
家
と
み
る
説
（
折
口
信
夫
氏
）
も
あ
る
が
、

そ
れ
は
史
料
に
も
み
え
ず
、
さ
ら
に
「
鏡
王
の
女
」
を
忍
女
と
考
え
る
氏
の
説

に
は
従
い
が
た
い
の
で
、
ど
と
で
は
紹
介
だ
け
に
と
ど
め
た
い
と
思
う
。

そ
こ
で

ωの
説
で
あ
る
が
、
乙
れ
は
鏡
王
が
「
威
奈
鏡
公
」
「
猪
名
公
高

見
」
「
章
那
公
高
見
」
の
乙
と
で
あ
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
「
高
見
」
を
「
カ

ガ
ミ
」
と
訓
む
と
と
は
、
古
典
文
学
大
系
『
万
葉
集
一
』
の
補
注
に
・
・

：
・
カ
ウ
は
、
呉
立
日
以
後
の
音
で
あ
っ
て
、
漢
貌
の
立
国
は
別
で
あ
る
。
惹
同
鯨

氏
の
『
上
古
立
目
前
表
稿
』
に
よ
れ
ば
、
高
は
上
古
音
の
育
部
に
属
し
、
同
um

の
音
と
推
定
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
ヵ
グ
の
立
自
に
あ
て
て
用
い
る
こ
と
は
十
分

考
え
ら
れ
る
乙
と
で
あ
る
。

と
し
て
乙
の
高
見
の
例
を
あ
げ
、
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す
な
わ
ち
、
乙
乙
に
も
高
を
カ
ガ
に
あ
て
た
例
が
あ
る
。
旦
（
音
カ
ウ
は
関
口
m

の
g
が
u
に
転
じ
て
成
主
目
し
た
品
目
で
、
上
古
音
の
韻
尾
の

g
が
中
古
音
に
お

い
て

u
に
転
じ
る
例
は
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

と
し
て
あ
る
。
ま
た
、
山
田
孝
雄
氏
も
『
万
葉
集
講
義
』
に
お
い
て
、
別
に

「
高
」
を
「
カ
グ
」
と
訓
み
得
る
征
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
だ
か
ら
銅
金
子
銘

文
に
み
え
る
「
威
奈
鏡
公
」
と
書
紀
の
「
猪
名
公
高
見
」
「
章
那
公
一
角
見
」
と
が



同
一
人
物
か
と
は
恩
わ
れ
る
。
が
、
こ
の
「
威
奈
鏡
公
」
と
「
鏡
王
」
と
が
同

一
人
物
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
乙
れ
は
疑
わ
し
い
。
前
者
は
書
紀
に
名
を

と
ど
め
る
ほ
ど
の
、
当
時
に
お
い
て
は
重
要
な
地
位
に
居
た
人
で
あ
る
こ
と
は

わ
か
る
。
し
か
し
、
も
し
鏡
王
と
高
見
が
同
一
人
物
で
あ
る
と
す
る
と
、
同
じ

天
武
紀
に
お
い
て

是
月
大
紫
章
那
公
高
見
莞
。

あ
る
い
は

鏡
王
女
額
田
姫
王
・
・

と
、
同
じ
人
物
と
書
き
分
け
た
の
が
わ
か
ら
な
い
。
や
は
り
、
高
見
は
あ
く
ま

で
も
「
威
奈
（
猪
名
、
掌
那
）
公
鏡
（
高
見
）
」
で
は
な
い
だ
ろ
ろ
か
。
威
奈

と
い
う
氏
族
の
、
「
公
」
の
姓
を
も
っ
「
鏡
」
と
い
う
名
前
の
人
物
と
し
か
思

わ
れ
な
い
。
そ
れ
に
「
公
」
と
「
王
」
と
は
全
然
別
な
も
の
で
あ
る
。
現
に
孝

徳
紀
に
お
い
て
は

時
左
右
大
臣
就
執
ニ
輿
前
頭
一
、
伊
勢
玉
、
一
二
国
公
麻
呂
。

と
記
し
で
あ
っ
て
、
「
王
」
と
「
公
」
の
あ
き
ら
か
な
区
別
が
み
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
「
鏡
玉
」
と
「
威
奈
（
猪
名
、
章
那
）
公
鏡
（
高
見
）
」
と
は
同
一

人
物
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

次
に

ωの
鏡
王
を
皇
族
と
す
る
説
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
乙
れ
は
「
王
」

と
い
う
記
名
に
原
因
す
る
が
、
乙
乙
で
は
ま
ず
二
人
の
姉
妹
女
王
か
ら
考
え
て

ゆ
く
乙
と
に
す
る
ロ
額
国
王
が
室
田
紀
に
「
額
田
姫
王
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
と

同
じ
く
、
鏡
女
王
も
書
紀
に
は
「
鏡
姫
王
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
書
紀
で
、
こ

の
他
に
「
姫
王
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
次
の
五
人
で
あ
る
。

刷
会
口
人
姫
王
（
推
古
紀
十
一
年
）

同
吉
備
姫
王
（
皇
極
前
紀
）

判
上
宮
大
娘
姫
王
（
皇
極
紀
元
年
）

白
倭
姫
王
（
天
智
紀
七
年
）

岡
山
背
姫
王
（
天
武
紀
末
鳥
元
年
）

こ
の
う
ち
川
は
欽
明
天
皇
の
舎
人
皇
女
の
乙
と
で
あ
ろ
う
。
同
は
、
皇
胤
紹
運

録
に
よ
る
と
欽
明
天
皇
の
孫
で
桜
井
皇
子
の
女
で
あ
る
。
い
れ
は
そ
の
名
前
か
ら

み
て
、
聖
徳
太
子
（
上
宮
販
戸
豊
聡
耳
太
子
）
の
女
春
米
女
王
の
こ
と
だ
ろ
う

と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
同
は
天
智
天
皇
の
皇
后
で
、
古
人
大
兄
皇
子
の

女
、
つ
ま
り
箭
明
天
皇
の
皇
孫
女
に
あ
た
る
女
性
で
あ
る
。
附
は
乙
の
朱
鳥
元

年
の
記
事
の
ほ
か
ど
の
史
料
に
も
み
あ
た
ら
な
い
。
が
、
神
田
秀
夫
氏
は
こ
の

女
性
を
敏
達
天
皇
の
皇
孫
女
と
し
て
お
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
説
を
考
え
て
い
っ

て
み
る
。
乙
の
山
背
姫
王
の
記
事
は

遣
ニ
多
紀
皇
女
、
山
背
姫
王
、
石
川
夫
人
於
伊
勢
神
宮
一
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
乙
こ
に
「
皇
女
」
「
姫
王
」
「
夫
人
」
の
順
に
並
べ
た

こ
と
は
、
「
姫
王
」
が
皇
女
よ
り
は
低
く
て
も
夫
人
よ
り
は
高
い
地
位
に
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
考
え
た
上
で
、
神
田
氏
は
こ
の
山
背
姫
王

を
彦
人
大
兄
皇
子
の
子
、
つ
ま
り
針
明
天
皇
と
兄
妹
に
あ
た
る
山
代
王
の
こ
と

で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
他
に
乙
の
山
背
姫
王
に
該
当
す
る
資

料
が
な
い
以
上
、
乙
乙
で
は
そ
れ
に
従
い
た
い
と
思
う
。
そ
う
す
る
と
山
背
姫

王
は
敏
達
天
皇
の
皇
孫
女
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
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こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
書
紀
に
「
姫
壬
」
と
記
さ
れ
て
い
る
女
性
七

人
の
う
ち
、
五
人
が
皇
女
あ
る
い
は
皇
孫
女
と
い
う
結
果
に
な
り
、
残
る
二
人

の
姉
妹
女
王
も
当
然
皇
族
女
性
、
つ
ま
り
皇
女
か
皇
孫
女
で
あ
る
と
い
う
可
能

性
が
強
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
父
親
の
鏡
王
は
天
皇
で
は
な
い
か
ら
、
二
人
は

皇
女
と
は
い
え
な
い
。
鏡
王
は
天
皇
で
な
い
皇
族
、
と
い
う
乙
と
に
な
り
、

ω

の
説
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
天
皇
は
誰
か
と
捜
し
て
い
く
と
、
書
紀
の
な
か
で
一
番
そ
れ
ら



し
く
思
え
る
の
は
や
は
り
神
田
氏
の
言
わ
れ
る
用
明
天
皇
で
あ
ろ
う
。
斉
明
天

皇
即
位
前
紀
の
一
文
に

天
豊
財
童
日
定
姫
天
皇
、
初
適
ニ
於
橘
豊
日
天
皇
之
孫
高
向
王
一
、
而
生
二
漢

皇
子
一
。

と
あ
る
よ
う
に
、
高
向
王
は
橘
豊
日
天
皇
、
つ
ま
り
用
明
天
皇
之
孫
と
だ
け
書

か
れ
て
い
て
、
父
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
乙
こ
に
あ
て
は
ま
る
、
用
明
天

皇
の
皇
子
が
鏡
王
で
あ
ろ
う
と
神
田
氏
は
推
定
し
て
お
ら
れ
る
。
た
し
か
に
書

紀
の
、
他
の
書
き
方
に
こ
ん
な
あ
い
ま
い
な
書
き
方
を
し
て
あ
る
箇
所
は
見
え

な
い
。
そ
と
で
、
鏡
王
を
こ
の
皇
子
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
と
に
は
そ
の
人
の

名
を
出
す
の
を
は
ば
か
ら
れ
る
何
ら
か
の
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も

っ
と
っ
き
つ
め
て
考
え
る
な
ら
ば
、
天
智
紀
に
額
国
王
の
名
が
見
え
な
い
の

も
、
天
武
紀
に
、
十
市
皇
女
の
出
生
を
記
す
た
め
だ
け
に
額
田
姫
王
の
名
が
出

て
い
る
の
も
、
も
し
か
し
た
ら
と
と
に
そ
の
原
因
の
一
端
が
あ
る
の
か
も
し
れ

「
お
〉
。

手
ん

puv

二
、
額
国
王
の
生
年
推
定

額
田
王
の
生
年
を
推
定
す
る
た
め
に
は
、
王
の
娘
で
あ
る
十
市
皇
女
の
年
令

も
不
明
で
あ
る
以
上
、
孫
に
あ
た
る
葛
野
王
か
ら
十
市
皇
女
、
そ
し
て
額
国
王

と
、
順
次
生
年
を
推
定
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

葛
野
王
に
関
す
る
資
料
は
わ
ず
か
し
か
な
い
が
、

続
日
本
紀
の
慶
雲
二
年
十
二
月
の
条
に

丙
寅
、
正
四
位
上
葛
野
主
卒
。

と
あ
る
。
ま
た
、
懐
風
渓
に
二
首
の
詩
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
王

の
伝
と
し
て

主
子
者
。
淡
海
帝
之
孫
。
大
友
太
子
之
長
子
也
。
母
浄
御
原
帝
之
長
女
十
市

内
親
王
。
（
中
略
〉

皇
太
后
嘉
二
並
三
言
定
一
レ
因
。
特
閲
授
一
一
正
四
位
一
。
拝
一
一
式
部
卿
七
時
4
三

十
七
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
乙
の
「
授
ニ
正
四
位
一
。
拝
ご
式
部
卿
こ
の
時
期
は
、
大

日
本
史
に
「
持
統
帝
十
一
年
」
と
し
て
あ
る
の
が
、
従
来
の
定
説
と
な
っ
て
い

た
。
し
か
し
、
正
、
従
の
位
階
が
で
き
た
の
は
、
谷
馨
氏
が
、
『
額
田
主
立
年

考
』
に
お
い
て
一
吉
わ
れ
た
よ
う
に
、
大
宝
元
年
と
考
え
る
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と

思
う
。
続
日
本
紀
の
大
宝
一
元
年
＝
一
月
の
条
に

甲
午
、
対
馬
嶋
一
貝
レ
金

制
二
宮
名
位
号
一
。

建
レ
元
為
ニ
大
宝
元
年
一
。

始
依
一
一
新
令
一
、

己主

と
あ
り
、
そ
れ
に
続
け
て

親
王
明
冠
四
口
問
。
諸
王
浄
冠
十
四
階
。
合
十
八
階
。
諸
臣
正
冠
六
階
。
市
冠

八
階
。
勤
冠
四
階
。
務
冠
四
階
。
追
冠
四
階
。
進
冠
四
階
。
合
三
十
階
。
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と
あ
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
が
わ
か
る
。
さ
ら
に

諸
王
浄
冠
十
四
階
。
（
中
略
）
叉
諸
王
十
四
人
。

号
二
進
爵
各
有
レ
差
。

と
記
し
て
あ
る
。
と
の
「
諸
王
十
四
人
」
の
な
か
に
、
あ
る
い
は
葛
野
主
も
は

い
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
問
題
と
な
る
の
が
、
「
拝
一
一
式
部
卿
こ
と
「
時
年
三
十
七
」
の
関
係

で
あ
る
。
王
が
式
部
卿
の
地
位
に
あ
っ
た
と
と
は
懐
風
藻
だ
け
で
な
く
、
続
日

本
紀
桓
武
天
皇
の
延
暦
四
年
七
月
の
条
に

庚
成
、
刑
部
卿
従
四
位
下
兼
回
幡
守
淡
海
真
人
三
船
卒
。
三
船
大
友
太
子
之

曽
孫
也
。
祖
葛
野
王
疋
四
位
上
式
部
卿
。
父
池
辺
主
従
五
位
上
内
匠
頭
。

諸
臣
白
五
人
。

~）（ 

イ立

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
事
実
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
と
で
、
こ
の
「
時
年
三
十



七
」
を
式
部
卿
拝
命
の
時
と
み
る
か
、
そ
れ
と
も
王
の
享
年
と
み
る
か
の
二
つ

に
分
か
れ
る
。
後
者
の
場
合
、
沢
潟
久
孝
氏
の
説
に
よ
る
と
、
懐
風
藻
の
他
の

伝
で
、
た
と
え
ば
大
友
皇
子
の
場
合

会
二
壬
申
之
乱
一
。
天
命
不
ν
遂
。
時
年
二
十
五
。

や
河
島
皇
子
の

位
終
二
子
浄
大
参
二
時
年
三
十
五
。

あ
る
い
は
作
者
の
名
前
の
下
に
記
し
て
あ
る
年
令
も
す
べ
て
享
年
を
示
し
て
い

る
の
だ
と
さ
れ
る
。
そ
乙
で
、
懐
風
藻
の
一
般
的
書
式
か
ら
み
て
、
葛
野
王

の
場
合
も
例
外
で
は
な
く
、
そ
の
年
令
は
享
年
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
の
で
あ

る。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
伝
を
読
む
と
、
大
友
皇
子
、
河
島
皇
子
等
の
伝
の
場
合

は
そ
の
文
が
「
天
命
不
レ
遂
」
「
位
終
二
子
浄
大
参
乙
な
ど
、
そ
の
後
に
続
く
年

令
が
必
然
的
に
享
年
を
示
す
に
至
る
文
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
葛
野
王
の

伝
「
拝
ニ
式
部
卿
一
」
と
、
同
じ
く
懐
風
濠
の
釈
智
蔵
の
伝
「
帝
嘉
レ
之
拝
二
僧

正
一
」
が
そ
の
後
に
続
く
年
令
が
享
年
を
示
す
と
考
え
る
に
は
ち
ょ
っ
と
唐
突

な
感
を
免
れ
な
い
。
私
は
葛
野
王
と
釈
智
蔵
の
二
人
に
関
す
る
限
り
そ
の
年
令

は
式
部
卿
あ
る
い
は
僧
正
拝
命
の
年
令
だ
と
考
え
た
い
。

式
部
卿
と
い
う
官
職
が
で
き
た
の
は
、
大
宝
律
令
施
行
か
ら
で
あ
り
、
続
日

本
紀
、
公
卿
補
佐
に
、
と
も
に
大
宝
二
年
に
大
伴
宿
繭
安
麻
呂
が
式
部
卿
に
任

ぜ
ら
れ
た
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
の
最
初
と
忠
わ
れ
る
。
葛
野
王
の
没

年
は
慶
雲
二
年
で
、
し
か
も
そ
の
と
と
に
つ
い
て
続
日
本
紀
で
は
「
正
四
位
上

葛
野
正
卒
」
と
あ
る
だ
け
で
、
式
部
卿
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
王
が

式
部
脚
光
っ
た
時
代
は
慶
雲
二
年
十
二
月
以
前
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
私
は
王

が
式
部
卿
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
式
部
卿
大
伴
安
麻
呂
が
大
宝
二
年
五
月
十
七

日
参
議
《
任
命
さ
れ
た
、
そ
の
後
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
と
い
う

の
は
、
安
麻
呂
は
式
部
卿
拝
命
と
同
じ
年
の
五
月
に
参
議
に
任
ぜ
ら
れ
、
さ
ら

に
翠
年
は
ほ
ハ
部
卿
を
兼
ね
て
い
る
。
と
の
、
安
麻
呂
が
兵
部
卿
を
兼
ね
た
時
か

ら
、
葛
野
主
は
安
麻
呂
か
ら
式
部
卿
を
引
き
継
い
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

続
日
本
紀
、
会
卿
補
任
に
、
安
麻
呂
の
次
に
記
さ
れ
て
い
る
式
部
卿
は
参
議
で

正
四
位
下
の
下
毛
野
朝
臣
士
口
麻
呂
で
あ
り
、
拝
命
は
慶
雲
五
年
で
あ
る
。
大
宝

三
年
か
ら
慶
雲
五
年
ま
で
の
六
年
間
安
麻
呂
が
参
議
で
あ
り
な
が
ら
式
部
卿
、

兵
部
卿
の
重
職
を
兼
ね
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
乙
の
問
、
式
部

仰
は
安
麻
呂
よ
り
他
の
人
に
引
き
継
が
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
著
野
王
だ
っ
た
と

思
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
王
が
大
宝
三
年
式
部
卿
を
拝
命
し
た
と
す
る
と
そ
の

年
王
は
三
十
七
才
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
逆
算
し
て
ゆ
く
と
王
の
生
ま
れ
た
年
は

天
智
天
皇
の
六
年
と
な
る
。
そ
の
年
、
十
市
皇
女
が
十
七
才
で
王
を
生
ん
だ
と

す
る
と
皇
女
の
生
年
は
孝
徳
天
皇
の
白
犠
二
年
で
あ
る
。
さ
ら
に
十
市
皇
女
の

生
ま
れ
た
年
に
母
親
の
額
国
王
も
」
l
七
才
く
ら
い
だ
っ
た
と
す
る
と
、
額
田
王

の
生
年
は
釘
明
天
皇
の
七
年
ご
ろ
と
い
う
と
と
に
な
り
、
後
の
章
と
関
連
し

て
、
王
が
弓
削
皇
子
と
歌
を
贈
附
介
し
た
と
忠
わ
れ
る
持
続
四
、
五
年
に
は
五
十

六
、
七
才
で
あ
っ
た
と
い
う
と
と
に
な
る
。
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額
国
王
の
再
婚
説
に
つ
い
て

天
智
、
天
武
天
皇
の
時
代
に
宮
廷
に
華
や
か
な
存
在
で
あ
っ
た
額
田
王
も
、

持
続
天
皇
の
時
代
に
な
る
と
そ
の
作
歌
も
万
葉
集
に
二
首
を
残
す
だ
け
で
、
影

の
薄
い
存
在
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
間
に
再
婚
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
説
が
古
く
は
加
納
諸
平
『
喫
々
争
語
』
に
始
ま
り
、
最
近
で
は
尾
山
篤
次
郎

氏
、
沢
潟
久
孝
氏
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
乙
の
説
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
の

が
次
の
栗
原
寺
鏡
傑
銘
文
で
あ
る
ロ

寺
院
四
至



限
東
竹
谷
原
東
得
、
限
南
太
本

限
樫
村
西
率
、
限
北
忍
坂
川

比
一
泉
原
寺
者
仲
臣
朝
巨
大
嶋
慢
憧
誓
願

奉
為
大
倭
国
浄
美
原
宮
治
天
下
天
皇
時

日
並
御
宇
東
宮
敬
造
伽
艦
之
爾
故
比
売

朝
巨
額
回
以
甲
午
年
始
至
於
和
銅
八
年

合
廿
二
年
中
敬
造
伽
櫨
而
作
金
釘
造

釈
迦
丈
六
尊
像

和
銅
八
年
四
月
敬
以
進
上
於
三
重
宝
塔

七
科
鐘
盤
会

仰
願
藷
此
功
徳

皇
太
子
神
霊
速
証
先
上
菩
提
果

願
七
世
先
霊
共
登
彼
岸

願
大
嶋
大
夫
必
得
仏
果

願
及
含
識
倶
成
正
覚

再
婚
説
に
よ
る
と
、
と
の
文
中
に
み
え
る
「
比
売
朝
巨
額
田
」
が
額
国
王
の
乙

と
で
あ
り
’
そ
の
額
田
王
が
仲
臣
朝
臣
大
嶋
と
再
婚
し
て
夫
に
先
立
た
れ
、
夫

の
遺
志
を
つ
い
で
粟
原
寺
を
建
立
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
仲
臣
朝
巨
大
嶋
と

い
う
人
物
は
、
懐
風
藻
に
詩
が
二
首
掲
載
さ
れ
、
書
紀
に
も
そ
の
名
が
天
武
天

皇
の
十
年
か
ら
持
統
天
皇
の
七
年
ま
で
、
十
二
カ
所
に
わ
た
っ
て
記
さ
れ
て

い
る
「
中
臣
朝
巨
大
嶋
（
藤
原
朝
巨
大
嶋
）
」
の
ζ

と
と
考
え
ら
れ
る
。
乙

き
め

の
人
は
中
臣
渠
毎
（
許
米
）
の
子
で
あ
り
．
父
の
渠
毎
は
中
臣
鎌
足
の
い

と
と
、
つ
ま
り
大
嶋
は
、
不
比
等
の
ま
た
い
と
乙
に
あ
た
る
。
彼
は
持
統
七
年

三
月
の
条
に

庚
子
、
腸
ニ
直
大
弐
葛
原
朝
巨
大
嶋
贈
物
一
ロ

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
乙
ろ
没
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
年
令
は
不
明
で

あ
る
。さ

て
「
比
売
朝
巨
額
回
」
で
あ
る
が
、
乙
の
書
き
か
た
は
一
般
的
に
は
「
比

売
」
と
い
う
氏
族
の
「
額
田
」
と
い
う
個
人
名
を
持
つ
、
朝
臣
の
自
分
の
人
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
「
比
売
」
と
い
う
氏
は
新
撰
姓
氏
録
等
の
史
料
に

み
え
な
い
。
だ
か
ら
乙
の
「
比
売
」
は
、
何
か
の
事
情
で
氏
を
持
た
な
い
女
性

が
記
名
の
必
要
上
、
女
性
特
有
の
呼
び
か
た
を
文
字
に
表
わ
し
て
氏
に
あ
た
る

位
置
に
表
記
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
神
田
秀
夫
氏
の
説
が
、
可
能
性
と
し

て
考
え
ら
れ
る
。
「
額
田
（
姫
）
王
」
と
い
う
の
は
「
額
田
」
と
い
う
個
人
名

に
、
女
王
を
表
わ
す
「
（
姫
）
王
」
が
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。
皇
族
だ
か
ら
氏
は

な
い
が
、
も
し
そ
の
彼
女
が
臣
籍
に
下
っ
た
場
合
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。

「
（
姫
）
王
」
が
と
れ
て
「
額
田
比
売
」
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は

持
統
紀
に
多
く
見
ら
れ
る
「
皇
子
：
：
：
」
「
皇
女
：
：
・
」
の
よ
う
に
「
比
売
額

問
」
と
表
記
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
と
の
銘
文
で
気
づ
く
と
と

は
、
「
比
売
」
と
「
額
回
」
と
の
聞
に
「
朝
臣
」
が
あ
る
と
と
で
あ
る
。
額
問

主
は
三
世
の
皇
族
で
あ
る
。
そ
の
彼
女
が
臣
籍
に
下
っ
た
場
合
、
姓
は
「
朝

臣
」
で
い
い
だ
ろ
う
か
。
「
真
人
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
に
皇
族
が
臣
籍

に
下
っ
た
例
を
見
て
み
る
と
、
桜
井
玉
、
門
部
王
、
今
城
王
等
、
い
ず
れ
も

臣
籍
に
下
っ
た
際
に
「
大
原
真
人
」
の
姓
を
賜
わ
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
桜
井

王
の
例
で
あ
る
が
、
主
は
長
皇
子
の
孫
、
つ
ま
り
四
世
の
皇
族
で
あ
る
。
そ
の

王
は
天
平
十
六
年
に
は
「
大
原
真
人
桜
井
」
と
し
て
続
日
本
紀
に
記
さ
れ
て
い

る
。
真
人
、
朝
臣
な
ど
八
色
姓
が
定
め
ら
れ
た
の
は
天
武
十
三
年
だ
か
ら
、
そ

れ
か
ら
六
十
年
た
っ
た
天
平
十
六
年
に
、

ζ

の
よ
う
に
皇
族
が
真
人
の
姓
を
賜

わ
っ
た
例
が
あ
る
と
と
に
な
る
。
阿
部
王
、
今
城
王
の
例
も
同
じ
頃
で
あ
る
。

が
、
額
田
王
の
例
は
そ
れ
ら
よ
り
三
十
年
以
上
も
早
い
。
だ
か
ら
桜
井
王
等

ー も ー



の
臣
籍
降
下
の
時
よ
り
も
、
も
っ
と
真
人
、
朝
霞
の
区
別
は
は
っ
き
り
し
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。
仮
に
王
が
再
婚
し
て
臣
籍
に
下
っ
た
と
し
て
も
、
再
婚
の

相
手
が
臣
下
の
朝
臣
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
三
世
皇
族
の
姫
王
ま
で
が
当
然
な
る

べ
き
真
人
を
通
り
こ
し
て
朝
臣
に
ま
で
下
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
氏
が
な

い
の
だ
か
ら
姓
の
上
に
「
比
売
」
と
い
う
、
女
性
を
表
わ
す
こ
と
ば
が
つ
く

と
し
て
も
、
乙
の
場
合
は
「
比
売
真
人
額
田
」
と
な
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
が
私
の
、
再
婚
説
に
従
え
な
い
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

次
に
、
王
が
再
婚
し
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
万
葉
集
巻
一
に
あ
る
弓
削

皇
子
と
の
贈
答
歌
（
一
一
二
・
一
一
一
二
番
歌
〉
の
題
詞
に
、
ど
う
し
て
比
売
朝

巨
額
田
」
で
な
く
、
皇
族
の
証
拠
で
あ
る
「
額
田
王
」
と
記
し
て
あ
る
か
が
疑

問
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
贈
答
歌
を
見
る
と
、
持
統
天
皇
が
吉
野
行
幸
を
始
め
ら

れ
た
の
は
三
年
の
正
月
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
贈
答
歌
に
あ
る
よ
う
な
ほ

と
と
ぎ
す
の
季
節
の
行
幸
は
四
年
の
五
月
か
五
年
の
四
月
と
い
う
こ
と
に
、
諸

注
釈
章
一
一
致
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
額
国
王
は
そ
の
当
時
五
十

六
・
七
才
で
あ
る
。
再
婚
説
を
と
る
な
ら
ば
、
い
く
ら
遅
く
と
も
こ
の
年
令
ま

で
に
は
再
婚
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
「
比
売
朝
巨
額
田
」
を
名
乗
っ
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
わ
ざ
わ
ざ
「
王
」
と
書
い
て
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
こ

の
再
婚
説
に
は
ま
す
ま
す
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。

以
上
の
二
つ
の
理
由
で
、
私
は
王
の
再
婚
説
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
私
は
、

持
統
朝
に
は
い
っ
て
か
ら
も
王
は
何
ら
か
の
形
で
宮
廷
と
関
係
を
も
ち
な
が
ら

そ
の
余
生
を
送
っ
た
と
思
う
。
前
述
の
弓
削
皇
子
と
の
贈
答
歌
の
う
ち
、
一
一

二
番
の
歌
に
は
、
題
詞
の

額
田
王
奉
レ
和
歌
一
首

と
あ
る
そ
の
下
に
，
小
字
で

従
二
倭
京
一
進
入

と
書
き
入
れ
て
あ
る
本
が
あ
る
。
王
は
そ
の
当
時
、
つ
ま
り
五
十
六
、
七
才
の

こ
ろ
、
大
和
京
に
居
た
と
と
に
な
る
。
大
和
京
は
飛
鳥
京
か
藤
原
京
か
は
っ
き

り
し
な
い
が
、
持
統
天
皇
の
藤
原
京
遷
都
は
持
統
八
年
十
二
月
六
日
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
場
合
は
飛
鳥
京
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
額
田
王
は
持
統
四
、
五
年
に

は
飛
鳥
京
に
居
て
、
故
郷
（
と
思
わ
れ
る
）
平
群
郡
額
田
郷
に
は
帰
っ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
の
作
歌
は
み
え
な
い
。
が
、
王
が
五
十
六
、
七
才
に

も
な
っ
て
い
ま
だ
に
、
都
を
離
れ
ず
に
い
る
の
は
何
か
の
理
由
が
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
前
述
し
た
と
お
り
、
再
婚
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
か
ら
、
や
は
り
宮
廷

内
に
何
か
の
地
位
を
持
っ
て
い
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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